
 

 

議案第５８号  

 

   秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正すること 

について 

 

 秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を別紙のとおり改正するも

のとする。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 動物の死体の処理に要する経費の増額に伴い、その処理手数料を引き上げる

ため、改正するものであります。 



秦野市条例第  号  

 

   秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年秦野市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

 別表動物の死体の項中「５，８３０円」を「６，３８０円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

議案第５８号 秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

別表（第２０条関係） 別表（第２０条関係） 

種別 取扱区分 手数料 

（略） 

動物の死体  １体につき  ６，３８０円 

（略） 
 

種別 取扱区分 手数料 

（略） 

動物の死体  １体につき  ５，８３０円 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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